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はじめに

本稿は、1950年代に展開された施設養護関係者による「ホスピタリズム論争」とその後の養護

理論の動向と、同時期の社会的養護制度・政策展開との関連を分析・考察するものである。本稿

は、筆者の近年の研究テーマである、わが国の社会的養護の制度・政策展開を分析し、政策主体

が養護を必要とする子どもをどのように対象把握してきたのかを明らかにし、そこから今｢lの社

会的養護制度・政策の課題を見出すという取組の一環として位置づいている。わが国の児童福祉

および社会的養護制度・政策の歴史的展開を分析・考察する手続きを通じて「ホスピタリズム論

争」期の社会的養護制度・政策の課題を明らかにしたい。

ホスピタリズム(hospitalism又は独：ホスピタリスムス）は、日本語で「施設病（症)」と訳

されるが、ヨーロッパでは17世紀ごろから使用されていた言葉である。はじめは施設で養育さ

れる乳児の高い死亡率を主に指していたが、後に施設養育における身体的・知的・精神的な発達

不良全般を指す言葉として使用されるようになった。わが国でホスピタリズムが紹介され、それ

に関してのいわゆる「ホスピタリズム論争」が起きたのは、第二次世界大戦後、戦災孤児を養護

施設に収容して数年余り経過した1950年頃のことであり、1960年頃までその論争は続いた。論

争当時、ホスピタリズムは、「児童収容施設に収容されている児童が、一般の正常な家庭で育成さ

れている児童と比較して、その発育の状態は、身体的にも緒神的にも基本的に何らかの差異を示

すこと」（社会事業研究所定義）と定義された。その論争は、単に養護施設や乳児院の養育不良を

指摘するだけの議論に止まらず、その原因として施設における養育環境の整備や職員配置の改善

の必要性に徐々に目が向けられるようになった。議論は10年に及ぶものであったが、議論の主

体は施設長や研究者などごく一部に限られ広がりを見せることはなかった。しかし、その後新た

な施設養護論を登場させるなど戦後の施設養護のあり方に少なからず影響を与えたのである。

ホスピタリズム論争の経緯に関する詳しい解説は次節に譲るが、わが国の社会的養護制度・政

策のあり方を方向づけたとされる「ホスピタリズム論争」と当時の社会的養護制度・政策につい
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